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ヒ
ト
ラ
ー
は

「
大
衆
を
だ
ま
す

に
は
嘘
は
大
き
い

ほ
ど
い
い
」
と
嘯

い
た
。
子
ど
も
の
頃
、
大
人

か
ら
「
嘘
を
つ
く
と
閻
魔
様

に
舌
を
抜
か
れ
る
」
と
脅
さ

れ
た
▼
９
年
前
、
不
破
哲
三

委
員
長
（
当
時
）
が
国
会
の

党
首
討
論
で
米
公
文
書
の
核

持
込
密
約
の
内
容
を
指
摘
、

小
渕
、
森
首
相
を
追
及
し

た
。
両
首
相
は
「
密
約
は
見

た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な

い
」
と
シ
ラ
を
切
っ
た
▼
今

回
、
元
外
務
次
官
の
村
田
良

平
氏
が
日
米
核
密
約
の
文
書

を
引
き
継
い
だ
こ
と
を
実
名

で
認
め
た
。
そ
れ
で
も
、
河

村
官
房
長
官
は
「
密
約
は
存

在
し
な
い
。
一
点
の
疑
念
も

持
た
な
い
」
と
厚
顔
無
恥
に

否
定
し
た
。
よ
く
舌
を
咬
ま

な
い
も
の
だ
▼
沖
縄
返
還
密

約
も
佐
藤
首
相
は
否
定
し
た

が
、
吉
野
文
六
外
務
省
米
局

長
（
当
時
）
が
06
年
に
「
密

約
が
っ
た
」
と
証
言
。
平
然

と
嘘
を
吐
き
通
し
た
佐
藤
は

後
年
、「
非
核
３
原
則
」
の

功
労
で
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

も
ら
っ
た
。
密
約
を
暴
い
た

毎
日
の
西
山
太
吉
記
者
は
外

務
省
女
性
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
に
す
り
替
え
ら
れ
「
外
交

機
密
漏
洩
事
件
」
で
割
を
食

っ
た
▼
権
力
の
嘘
は
マ
ス
コ

ミ
で
浄
化
さ
れ
「
真
実
」
に

な
る
。
麻
生
内
閣
の
嘘
は
連

日
、
マ
ス
コ
ミ
で
踊
っ
て
い

る
。
遠
か
ら
ず
閻
魔
様
な
ら

ぬ
国
民
が
、
選
挙
で
二
枚
舌

を
抜
く
こ
と
に
な
る
。（
蕪
）

年
。
ト
ヨ
タ
は
経
常
利
益
は

赤
字
な
の
に
、
株
主
に
は
３

４
０
０
億
円
も
の
配
当
を
行

っ
て
い
ま
す
。
労
働
者
の
首

は
、
株
の
配
当
よ
り
軽
い
と

言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
来
る

都
議
選
、
近
々
お
こ
な
わ
れ

る
衆
院
選
で
は
、
真
の
革
新

勢
力
を
大
き
く
伸
ば
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
訴
え

ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
日
本
共
産
党
の

笠
井
亮
衆
議
院
議
員
が
連
帯

の
あ
い
さ
つ
。

　

次
に
相
沢
幸
悦
埼
玉
大
学

経
済
学
部
教
授
が
講
演
。
相

沢
氏
は
「
冷
戦
終
結
後
、
ア

メ
リ
カ
は
圧
倒
的
な
軍
事
力

を
背
景
に
ド
ル
紙
幣
の
バ
ラ

巻
き
に
よ
り
為
替
利
益
を
確

保
。
こ
れ
に
よ
り
ツ
ケ
を
負

わ
さ
れ
た
日
本
は
、
先
進
国

　

「
い
ま
こ
そ
安
保
条
約
廃

棄
を
」
テ
ー
マ
に
６
月
２3

日
、
東
京
都
内
で
安
保
50
年

に
向
け
た
運
動
の
出
発
集
会

が
開
か
れ
ま
し
た
。
主
催
は

安
保
破
棄
中
央
実
行
委
員

会
。

　

最
初
に
大
黒
作
治
全
労
連

議
長
が
開
会
あ
い
さ
つ
。
大

黒
氏
は
「
来
年
は
60
年
安
保

闘
争
か
ら
50
年
の
節
目
の

し
く
衝
突
」。「
解
同
」
の

「
糾
弾
権
」
は
自
救
行
為
、

狭
山
事
件
の
す
り
か
え
、
部

落
差
別
は
観
念
の
産
物
と
す

る
な
ど
、
随
所
に
「
解
同
」

の
主
張
を
代
弁
す
る
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

（
関
連
記
事
２
～
３
面
）

講演する相沢幸悦埼玉大学教授

学
校
が
拒
否
し
た
と
こ
ろ
生

徒
が
ハ
ン
ス
ト
。
教
師
が
生

徒
た
ち
を
無
視
し
一
斉
に
下

校
し
た
た
め
解
放
同
盟
と
激

記述に事実歪曲と誤認
偏
見
招
く
と
角
川
に
資
料
提
供

今
こ
そ
安
保
条
約
廃
棄
を

安
保
50
年
に
向
け
た
運
動
の
出
発
集
会

　

角
川
新
書
「
差
別
と
日
本

人
」
は
、
元
衆
議
院
議
員
の

野
中
広
務
氏
と
人
材
育
成
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
辛
淑
玉
氏

の
対
談
。
本
文
中
の
解
説
は

辛
氏
が
担
当
、
対
談
を
リ
ー

ド
す
る
記
述
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

新
書
本
の
帯
に
は
「
部
落

と
は
、
在
日
と
は
、
な
ぜ
差

別
は
続
く
の
か
？
誰
も
語
れ

な
か
っ
た
人
間
の
暗
部
」
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。

　

全
国
人
権
連
が
、
事
実
の

補
償
費
の
不
正
支
出
で
近
く
住
民
監
査

福
岡
・
築
上
町
が
無
料
独
占
使
用
の
「
解
同
」
に
３
２
０
０
万
円

万
円
を
、
長
年
無
料
で
独
占

使
用
し
て
い
た
「
解
同
」
豊

前
築
上
地
区
協
議
会
に
「
移

転
補
償
費
」
名
目
で
支
払
っ

　

福
岡
県
築
上
町
（
新
川
久

三
町
長
）
が
、
県
道
歩
道
拡

幅
に
と
も
な
う
町
集
会
所
移

転
補
償
費
の
う
ち
３
２
０
０

会
所
入
居
は
違
法
②
違
法
入

居
の
地
協
に
は
補
償
費
う
け

と
り
資
格
は
な
い
③
町
と
地

協
の
協
議
文
書
の
公
表
④
地

方
自
治
法
は
無
対
価
貸
与
を

禁
止
。
38
年
間
の
無
償
使
用

の
「
契
約
」
関
係
書
類
、
町

条
例
等
の
存
在
の
有
無
を
求

め
て
い
ま
し
た
。

　

町
長
は
、
船
田
集
会
所
を

行
政
財
産
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
な
い
の
で
地
方
自
治
法

違
反
と
は
考
え
て
い
な
い
。

地
協
へ
の
移
転
補
償
費
支
払

い
は
町
議
会
の
議
決
を
得
て

お
り
問
題
は
な
い
。
解
同
地

協
と
の
使
用
許
可
書
、
賃
貸

契
約
書
等
の
書
類
の
存
在
は

な
い
と
代
表
ら
に
回
答
し
ま

し
た
。

　

池
亀
さ
ん
ら
は
「
自
治
法

よ
り
『
解
同
』
最
優
先
で
行

政
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。

住
民
監
査
請
求
で
行
政
の
責

任
を
追
及
し
て
い
く
」
と
怒

り
を
隠
し
て
い
ま
せ
ん
。

築上町長への公開質問状提出後の説明会（09年6月9日） 

新書「差別と日本人」

　

全
国
人
権
連
は
６
月
24
日
、
角
川
書
店
編
集
部
に
、
新
書
版
「
角
川
Ｏ
Ｎ
Ｅ
21
『
差
別

と
日
本
人
』（
著
者　

野
中
広
務
、
辛
淑
玉
）
６
月
10
日
発
行
」
で
、
辛
淑
玉
氏
の
部
落

問
題
を
め
ぐ
る
解
説
に
事
実
を
歪
曲
・
誤
認
が
多
い
こ
と
か
ら
、
読
者
に
部
落
問
題
の
理

解
に
偏
見
を
招
き
か
ね
な
い
と
し
て
、
資
料
を
提
供
し
善
処
を
も
と
め
ま
し
た
。

の
書
類
は
な
い
が
、
補
償
額

は
町
議
会
の
議
決
を
得
て
お

り
問
題
は
な
い
」
と
回
答
。

池
亀
さ
ん
ら
は
６
月
２9
日
、

同
町
の
豊
前
記
者
ク
ラ
ブ
で

共
同
記
者
会
見
、「
地
方
自

治
法
違
反
は
明
白
」
と
し
て

近
く
、
住
民
監
査
請
求
を
起

こ
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま

し
た
。

　

県
は
県
道
拡
幅
の
建
物
移

転
補
償
費
と
し
て
築
上
町
に

６
０
１
２
万
円
を
支
払
っ
て

い
ま
す
。

　

町
船
田
集
会
所
の
移
転
補

償
費
に
つ
い
て
代
表
ら
が
新

川
町
長
に
①
解
同
地
協
の
集

た
の
は
公
金
の

不
当
支
出
と
し

て
池
亀
豊
さ
ん

（
55
歳
）
ら
、

町
民
代
表
５
人

が
新
川
町
長
に

公
開
質
問
状
で

見
解
を
た
だ
し

ま
し
た
。

　

同
町
長
は
、

「
町
集
会
所
の

使
用
許
可
書
も

賃
貸
契
約
書
等

と
言
わ
れ
な
が
ら
過
酷
な
労

働
条
件
で
働
か
さ
れ
て
い

る
。
い
ま
こ
そ
属
国
と
言
わ

れ
る
ア
メ
リ
カ
追
随
を
や

め
、
日
米
軍
事
同
盟
を
破
棄

し
、
自
立
し
た
経
済
と
生
産

技
術
で
世
界
と
ア
ジ
ア
に
貢

献
す
る
と
き
で
す
」
と
参
加

者
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
全
商
連
な
ど
各

団
体
か
ら
安
保
条
約
を
め
ぐ

る
問
題
点
が
報
告
さ
れ
、
最

後
に
、
ア
ピ
ー
ル
「
安
保
破

棄
の
運
動
を
広
げ
よ
う
」
が

提
案
さ
れ
全
員
一
致
で
承
認

し
ま
し
た
。

歪
曲
と
誤
認
が
あ
る
と
指
摘

す
る
部
分
は
部
落
問
題
に
か

か
わ
る
記
述
の
下
り
。
教
科

書
無
償
化
に
つ
い
て
「
日
本

で
初
め
て
無
償
化
を
実
施
し

た
の
は
、
野
中
氏
が
町
長
の

時
。
そ
の
後
、
差
別
と
貧
困

と
の
闘
い
の
中
、
教
科
書
無

償
化
が
解
放
運
動
と
共
に
全

国
化
し
て
い
っ
た
」
と
記

述
。
実
際
に
は
「
１
９
６
１

年
か
ら
始
ま
る
高
知
・
長
浜

の
教
科
書
無
償
闘
争
」
で
あ

っ
た
こ
と
は
通
説
。

　

八
鹿
高
校
事
件
で
は
、

「
教
師
の
指
導
に
生
徒
が
異

議
を
申
し
立
て
、
解
放
研
を
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新
書
で
は
「
日
本
で
は
じ

め
て
教
科
書
の
無
償
化
を
実

施
し
た
の
は
、
野
中
氏
が
町

長
の
時
だ
。
そ
の
後
を
追
う

よ
う
に
、
差
別
と
貧
困
と
の

闘
い
の
中
、
教
科
書
無
償
化

が
解
放
運
動
と
共
に
全
国

化
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
・
教
育
費
無
償
の

闘
い
は
戦
前
か
ら
あ
り
、
戦

後
は
京
都
も
含
め
各
地
で
い

ろ
ん
な
形
で
と
り
く
ま
れ
ま

し
た
。「
歴
史
的
、
し
か
も

決
定
的
な
闘
い
は
、
１
９
６

１
年
（
昭
和
36
）
か
ら
始
ま

る
高
知
・
長
浜
の
教
科
書
無

償
闘
争
」
で
あ
る
こ
と
は
、

誰
も
が
否
定
で
き
な
い
通
説

で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
闘
い
は

「
部
落
解
放
運
動
」
で
は
な

く
、「
長
浜
地
区
小
中
学
校

の
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
運

動
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
憲
法
26
条
２
項
の

規
定
「
義
務
教
育
は
、
こ
れ

を
無
償
と
す
る
」
を
実
現
さ

せ
た
「
地
域
共
闘
」（
当
時

の
呼
称
）
＝
統
一
戦
線
の
闘

争
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
「
長
浜
の
教
科
書

無
償
運
動
の
真
実―

歴
史
の

真
実
を
歪
め
る
高
知
市
教
委

を
た
だ
す
」
に
詳
し
い
。

　

当
時
、
教
科
書
闘
争
に
関

わ
っ
た
『
タ
ダ
に
す
る
会
』

の
宮
本
儔
会
長
に
よ
れ
ば

「
憲
法
の
義
務
教
育
は
無
償

の
実
現
化
。
そ
れ
に
経
済
的

問
題
。
当
時
は
、
同
和
地
区

だ
け
で
な
く
長
浜
あ
た
り
の

地
域
全
体
が
、
ま
だ
ま
だ
貧

し
か
っ
た
。「
地
域
共
闘
」

の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
南
区
民

主
教
育
を
守
る
会
、
教
組
、

部
落
解
放
同
盟
（
統
一
時

代
）、
失
対
、
造
船
所
、
鉄

工
所
、
郵
便
局
な
ど
の
労
働

者
、
共
産
党
な
ど
で
『
タ
ダ

に
す
る
会
』
を
組
織
、
教
師

の
水
田
精
喜
が
事
務
局
長
。

　

こ
の
運
動
の
性
格
に
つ
い

て
水
田
氏
は
「
ま
さ
に
闘
い

と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
運
動

だ
っ
た
。
61
年
２
月
の
第
１

回
校
区
教
研
、
市
教
委
交

渉
、
署
名
運
動
、『
タ
ダ
に

な
る
ま
で
買
わ
ず
に
が
ん
ば

生
徒
た
ち
は
ハ
ン
ス
ト
に
突

入
し
た
」。「
共
産
党
系
の
教

員
組
合
は
、
ハ
ン
ス
ト
を
し

て
い
る
生
徒
を
あ
え
て
無
視

す
る
か
の
よ
う
に
、
教
員
た

ち
が
一
斉
に
年
休
を
取
る
戦

術
に
出
た
。
そ
し
て
、
教
員

た
ち
が
学
校
か
ら
出
て
い
こ

う
と
し
た
と
き
に
、
部
落
解

放
同
盟
の
人
た
ち
と
の
間
で

激
し
い
衝
突
が
起
こ
っ
た
」

と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
記
述
に
よ
る
経
過
は

事
実
で
は
な
い
。

　

八
鹿
高
校
事
件
は
日
本
の

教
育
史
上
前
例
の
な
い
集
団

暴
行
事
件
で
あ
り
、
教
職
員

側
が
す
べ
て
裁
判
で
勝
訴
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
件
は
、
兵
庫
県
養

父
郡
の
八
鹿
高
校
の
教
師
集

団
が
す
で
に
「
部
落
問
題
研

究
会
」
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
「
部
落
解
放
研
究
会
」
の

設
置
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と

を
理
由
に
、「
解
同
」
兵
庫

県
連
の
南
但
馬
の
同
盟
員
数

百
人
が
１
９
７
４
（
昭
和

49
）
年
11
月
22
日
、
危
険
を

さ
け
て
集
団
下
校
中
の
教
職

員
66
人
を
路
上
で
襲
い
、
無

抵
抗
で
す
わ
り
こ
ん
だ
教
職

員
に
激
し
い
暴
力
を
く
わ
え

て
学
校
内
に
連
れ
も
ど
し

「
糾
弾
」
と
称
し
て
校
内
で

13
時
間
に
も
わ
た
っ
て
集
団

リ
ン
チ
を
く
わ
え
、
56
人
に

重
軽
傷
を
お
わ
せ
、
う
ち
29

人
が
入
院
す
る
と
い
う
惨
劇

で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
八
鹿
高
校

生
、
部
落
解
放
同
盟
正
常
化

野中・辛対談にみる

「差別意識」で語る部落問題の危うさ

八
鹿
高
校
暴
力
事
件

真
実
歪
曲
の
「
八
鹿
記
念
碑
」
建
立

教
師
ら
を
反
省
さ
せ
生
徒

の
命
を
守
っ
た
」
な
ど
と

書
き
並
べ
て
い
ま
す
。

　

八
鹿
高
校
暴
力
事
件

は
、
１
９
７
４
年
11
月
22

日
、「
解
同
」
丸
尾
派
ら

が
県
立
八
鹿
高
校
に
土
足

で
介
入
し
、
そ
の
教
職
員

ら
多
数
に
凄
惨
な
暴
力
を

引
き
起
こ
し
た
事
件
で

す
。
長
期
の
裁
判
闘
争
で

原
告
の
教
職
員
側
が
完
全

勝
利
し
、「
解
同
」
丸
尾

派
ら
は
敗
訴
し
決
着
し
て

い
ま
す
。

　

裁
判
を
通
じ
て
、「
解

同
」
ら
が
主
張
し
た
「
八

鹿
高
校
の
差
別
教
育
」
は

な
く
、
逆
に
八
鹿
高
校
の

教
育
は
、
優
れ
て
民
主
教

育
が
実
践
さ
れ
て
き
た
こ

と
が
鮮
明
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
真
実
を
歪
曲
し

た
「
碑
」
は
、
今
後
多
く

の
人
々
か
ら
批
判
さ
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

５
～
６
ｍ
に
も
及
ぶ
「
八
鹿

闘
争
勝
利
記
念
碑
」
な
る
も

の
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

真実を歪曲した「碑」

闘
争
戦
術
は
法
学
の
概
念
で

い
う
と
こ
ろ
の
『
自
力
救

済
』
の
論
理
に
か
な
う
と
主

張
。
八
鹿
高
校
等
刑
事
事
件

に
関
す
る
昭
和
63
年
３
月
29

日
の
大
阪
高
裁
判
決
が
「
確

認
・
糾
弾
権
を
認
め
た
」
と

手
前
勝
手
に
解
釈
し
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
同
判
決
は
「
確
認

・
糾
弾
行
為
に
つ
い
て
糾
弾

は
、
も
と
よ
り
実
定
法
上
認

め
ら
れ
た
権
利
で
は
な
い
一

種
の
自
救
行
為
と
し
て
是
認

で
き
る
余
地
が
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
一
般
的
・
包
括
的
に
糾
弾

行
為
を
自
救
行
為
と
し
て
是

認
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま

し
て
『
糾
弾
す
る
権
利
』
を

認
め
た
も
の
で
は
な
い
」
と

き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
ま

す
。

　

兵
庫
県
南
但
馬
の
朝
来

市
の
国
道
３
２
１
号
線
の

Ｓ
地
区
隣
接
に
、
高
さ
約

ろ
う
』
の
署
名
は
１
週
間
も

た
た
ぬ
う
ち
に
１
６
０
０
筆

を
集
め
ま
し
た
。
憲
法
学
習

に
よ
る
権
利
意
識
と
経
済
的

要
求
と
が
見
事
に
統
一
さ
れ

た
運
動
（
著
書
「
草
分
け
の

同
和
教
育
」）
と
証
言
。

　

こ
の
よ
う
に
教
科
書
無
償

運
動
は
、
経
済
的
要
求
を
大

切
に
し
、
憲
法
学
習
で
身
に

つ
け
た
権
利
意
識
が
働
い

て
、
憲
法
の
民
主
的
規
定
を

「
地
域
共
闘
」
＝
統
一
戦
線

の
闘
い
に
よ
っ
て
、
暮
ら
し

に
生
か
し
た
も
の
で
あ
り
、

単
な
る
「
解
放
運
動
の
成

果
」
に
矮
小
化
す
べ
き
で
問

題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

碑
の
裏
面
に
は
「
八
鹿
高

校
の
部
落
出
身
生
徒
は
、
命

運
を
か
け
て
差
別
を
糾
弾
。

　

新
書
で
は
、「
部
落
差
別

は
社
会
に
た
く
さ
ん
あ
る
差

別
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
指
導
が
行
わ
れ
た
こ
と

に
部
落
の
生
徒
た
ち
が
異
議

を
申
し
立
て
、
教
員
組
織
と

対
立
。
異
議
を
申
し
立
て
た

生
徒
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て

新
し
く
結
成
し
た
部
落
解
放

研
究
会
の
公
認
を
学
校
側
に

求
め
た
と
こ
ろ
、
教
員
側
が

拒
否
し
、
そ
れ
に
反
発
し
た

連
、
高
教
組
、
共
産
党
、
民

主
団
体
、
学
者
・
文
化
人
ら

が
立
ち
あ
が
り
、
共
闘
会
議

を
結
成
、
調
査
団
の
派
遣
、

真
相
報
告
会
や
県
民
大
集
会

の
開
催
な
ど
、
部
落
解
放
同

盟
の
暴
力
か
ら
生
命
・
人
権

・
教
育
を
守
る
た
た
か
い
を

展
開
、
社
会
党
な
ど
一
部
に

「
解
同
」
の
蛮
行
を
弁
護
す

る
動
き
も
あ
っ
た
が
、『
赤

旗
』
の
報
道
や
共
産
党
議
員

に
よ
る
国
会
で
の
政
府
追
及

が
テ
レ
ビ
で
全
国
中
継
さ
れ

る
な
か
で
「
解
同
」
の
蛮
行

に
国
民
の
批
判
が
高
ま
っ
た

も
の
で
す
。

　

裁
判
で
は
、
集
団
暴
行
の

根
拠
と
し
て
「
解
同
」
側
が

主
張
し
た
糾
弾
権
も
全
面
否

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
書
で
は
「
逮
捕
・
起
訴

さ
れ
た
「
解
同
」
側
被
告
に

対
す
る
刑
事
裁
判
は
最
高
裁

ま
で
争
わ
れ
た
が
上
告
は
棄

却
、
有
罪
が
確
定
（
90

年
）。
し
か
し
刑
事
裁
判
二

審
の
大
阪
高
裁
判
決
で
は

（
省
略
）
消
極
的
に
で
は
あ

る
が
、
被
差
別
者
の
糾
弾
権

を
認
め
る
も
の
だ
っ
た
」
と

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
時
期
、
全
解
連
等
は

「
解
同
」
が
利
権
確
保
の
た

め
に
暴
力
的
「
差
別
糾
弾
闘

争
」
を
繰
り
広
げ
て
い
る
事

態
を
批
判
し
法
務
省
に
法
治

主
義
に
も
と
づ
く
見
解
を
求

め
、
省
も
こ
う
し
た
判
決
の

及
ぼ
す
事
態
等
に
鑑
み
、
１

９
８
９
年
８
月
４
日
、
法
務

省
人
権
擁
護
局
総
務
課
長
名

で
解
同
に
よ
る
確
認
会
・
糾

弾
会
を
批
判
す
る
「
見
解
」

を
取
り
ま
と
め
、
法
務
局
人

権
擁
護
部
長
、
地
方
法
務
局

長
あ
て
に
通
知
し
ま
し
た
。

　

法
務
省
「
見
解
」
は
「
確

認
・
糾
弾
会
は
、
い
わ
ゆ
る

被
害
者
集
団
多
数
の
威
力
を

背
景
に
差
別
し
た
と
さ
れ
る

者
に
対
し
て
抗
議
等
を
行
う

も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
糾
弾

者
が
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
、

事
実
の
存
否
、
内
容
を
争
う

こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ま

た
、
そ
の
性
質
上
行
き
過
ぎ

て
被
糾
弾
者
の
人
権
へ
の
配

慮
に
欠
け
た
も
の
と
な
る
可

能
性
を
本
来
持
っ
て
い
る
」

と
い
う
も
の
で
す
。

　

「
解
同
」
は
糾
弾
権
に
つ

い
て
「『
確
認
・
糾
弾
』
の

「
糾
弾
権
」
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

教
育
史
上
類
を
見
な
い
惨
劇

八
鹿
高
校
事
件
の
真
実

解
放
運
動
に
矮
小
化
で
き
ぬ

高
知
・
長
浜
の
教
科
書
無
償
運
動
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裁判員制度市民モニター制度の意義を説明する福岡県弁護士会の池永満会長（6月29日）

　

狭
山
事
件
に
つ
い
て
の
記

述
は
「
当
初
は
、
共
産
党
が

問
題
解
決
の
た
め
に
動
き
出

し
た
が
、
解
放
同
盟
と
の
路

線
対
立
と
一
審
で
敗
訴
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

手
を
引
い
て
し
ま
っ
た
」
と

し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
事
実
は
、
献
身
的

な
弁
護
士
ら
が
「
石
川
は
犯

人
で
は
な
い
」
と
主
張
し
ま

し
た
が
、
石
川
本
人
が
「
自

白
」
を
維
持
し
た
こ
と
か
ら

一
審
は
敗
訴
。
弁
護
士
解
任

は
、「
解
同
」
な
ど
が
狭
山

事
件
を
「
差
別
裁
判
」
と
規

定
し
「
日
共
系
排
除
」
と
い

う
反
共
主
義
を
ま
る
だ
し
に

大
衆
的
裁
判
闘
争
に
障
が
い

を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
あ
り

ま
す
。

　

狭
山
事
件
は
、
63
年
に
埼

玉
県
狭
山
市
で
起
っ
た
女
子

高
校
生
殺
害
事
件
で
す
。
埼

玉
県
警
は
、
同
市
内
の
石
川

一
雄
（
当
時
24
歳
）
を
別
件

で
逮
捕
、
一
審
の
浦
和
地
裁

は
64
年
３
月
、
ス
ピ
ー
ド
審

理
で
死
刑
を
判
決
。
72
（
昭

和
47
）
年
、
大
内
兵
衛
・
末

川
博
ら
文
化
人
に
よ
る
公
正

裁
判
請
求
の
ア
ピ
ー
ル
発
表

な
ど
、
公
正
裁
判
支
援
運
動

が
高
ま
り
ま
し
た
が
、
二
審

の
東
京
高
裁
は
、
74
年
10

月
、
無
期
懲
役
を
判
決
。

　

「
解
同
」
は
70
年
に
な
っ

て
、
に
わ
か
に
こ
の
裁
判
を

取
り
あ
げ
、
部
落
に
対
す
る

予
断
と
偏
見
に
よ
る
「
差
別

裁
判
」
で
あ
る
と
断
定
。

　

74
年
に
は
石
川
被
告
自
身

も
、
反
共
・
部
落
排
外
主
義

の
「
解
同
」
の
立
場
に
く
み

し
、
一
審
以
来
献
身
的
に
尽

力
し
て
き
た
中
田
直
人
主
任

弁
護
人
ら
７
名
を
一
方
的
に

非
難
・
誹
諸
す
る
に
至
っ
た

た
め
、
75
年
２
月
、
中
田
弁

護
人
ら
は
こ
の
裁
判
闘
争
か

ら
手
を
ひ
か
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
も
の
で
す
。

　

そ
の
後
「
解
同
」
は
狭
山

裁
判
「
糾
弾
」
を
三
大
闘
争

の
一
つ
に
位
置
づ
け
、
公
教

育
に
「
狭
山
学
習
」
を
強
要

し
た
り
、「
同
盟
休
校
」
な

ど
の
戦
術
を
も
用
い
て
闘
争

を
展
開
す
る
に
至
っ
て
い
ま

す
。

　

新
書
で
は
「
部
落
差
別
は

地
域
差
別
で
は
な
い
」
の
小

見
出
し
で
、「
ま
ず
差
別
を

す
る
と
い
う
実
態
が
先
に
あ

り
、
そ
れ
か
ら
『
部
落
民
』

が
作
ら
れ
、『
被
差
別
部

落
』
と
い
う
空
間
が
形
成
さ

れ
る
。
差
別
を
す
る
側
が
あ

い
つ
は
『
部
落
民
』
だ
と
決

め
つ
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
差

別
が
は
じ
ま
る
。
・
・
・

差
別
は
享
楽
な
の
だ
。
そ
こ

に
差
別
一
般
、
そ
し
て
部
落

差
別
を
さ
さ
え
る
心
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
あ
る
」
と
し
て
い

ま
す
。

　

「
同
対
審
答
申
」
は
「
同

和
問
題
に
つ
い
て
「
日
本
社

会
の
歴
史
的
発
展
の
過
程
に

お
い
て
形
成
さ
れ
た
身
分
階

層
構
造
に
基
づ
く
差
別
に
よ

り
、
日
本
国
民
の
一
部
の
集

団
が
経
済
的
・
社
会
的
・
文

化
的
に
低
位
の
状
態
に
お
か

れ
、
現
代
社
会
に
お
い
て

も
、
な
お
い
ち
じ
る
し
く
基

本
的
人
権
を
侵
害
さ
れ
、
も

っ
と
も
深
刻
に
し
て
重
大
な

社
会
問
題
で
あ
る
」
と
規

定
。（
中
略
）

　

「
同
和
問
題
も
ま
た
、
す

べ
て
の
社
会
事
象
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
人
間
社
会
の

歴
史
的
発
展
の
一
定
の
段
階

に
お
い
て
発
生
し
、
成
長

し
、
消
滅
す
る
歴
史
的
現
象

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
・
・

・
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る

時
代
が
こ
よ
う
と
、
ど
の
よ

う
に
社
会
が
変
化
し
よ
う

と
、
同
和
問
題
が
解
決
す
る

こ
と
は
永
久
に
あ
り
え
な
い

と
考
え
る
の
は
妥
当
で
な

い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

２
０
０
２
年
３
月
末
で
国

の
特
別
対
策
は
終
結
し
た

が
、
部
落
問
題
は
社
会
問
題

と
し
て
基
本
的
に
解
決
に
至

っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
指
摘
し
た
点
以
外
に

も
、
非
歴
史
的
な
記
述
や
一

部
の
事
例
を
全
体
化
す
る
な

ど
が
「
解
説
」
に
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
全
国
人
権
連
と

し
て
角
川
編
集
部
に
「
事
実

の
歪
曲
は
許
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
し
か
る
べ
く
措
置

を
執
ら
れ
た
い
」
と
善
処
を

も
と
め
ま
し
た
。

　

福
岡
県
弁
護
士
会
（
池
永

満
会
長
）
は
６
月
に
ス
タ
ー

ト
し
た
裁
判
員
裁
判
の
課
題

や
問
題
点
を
市
民
の
目
線
で

チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
、
全

国
に
先
駆
け
て
「
裁
判
員
制

度
市
民
モ
ニ
タ
ー
制
度
」
を

始
め
ま
し
た
。

　

６
月
29
日
、
福
岡
市
内
で

開
か
れ
た
説
明
会
に
は
県
内

か
ら
約
２
０
０
人
の
市
民
が

出
席
、
参
加
者
の
大
半
が
モ

ニ
タ
ー
に
応
募
し
ま
し
た
。

　

県
弁
護
士
会
に
よ
る
と

「
裁
判
が
市
民
に
分
か
り
や

す
い
裁
判
に
な
っ
て
い
る

か
、
審
理
・
判
決
を
通
じ
て

納
得
の
い
く
裁
判
に
な
っ
て

い
る
か
、
１
人
の
モ
ニ
タ
ー

が
“
７
番
目
の
裁
判
員
”
と

し
て
傍
聴
席
か
ら
公
判
の
一

部
始
終
を
チ
ェ
ッ
ク
、
評

価
」
を
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で

ま
と
め
て
も
ら
う
と
い
う
。

　

説
明
会
で
は
参
加
者
か
ら

「
裁
判
員
は
素
人
。
専
門
家

の
裁
判
官
が
審
理
を
リ
ー

ド
、
そ
の
判
断
に
裁
判
員
が

追
従
す
る
の
で
は
」「
公
判

前
に
裁
判
所
、
検
察
、
弁
護

士
３
者
が
整
理
手
続
き
を
す

る
。
当
然
、
事
件
の
情
報
量

は
３
者
に
多
く
、
公
判
が
ぶ

っ
つ
け
本
番
の
裁
判
員
は
す

く
な
い
。
こ
れ
で
対
等
な
審

理
・
判
断
が
で
き
る
か
疑

問
」「
一
事
件
、
３
日
間
の

集
中
審
理
で
判
決
を
出
す
の

は
拙
速
で
は
。
後
日
、
新
事

実
が
出
て
く
る
ケ
ー
ス
が
こ

れ
ま
で
も
あ
っ
た
。
冤
罪
の

粗
製
濫
造
に
市
民
が
加
担
す

る
の
で
は
」
な
ど
、
疑
問
や

不
安
な
意
見
が
相
次
ぎ
ま
し

た
。

　

裁
判
員
制
度
市
民
モ
ニ
タ

ー
は
、
冒
頭
手
続
き
か
ら
判

決
宣
告
ま
で
、
検
察
官
の
起

訴
状
の
朗
読
、
検
察
官
の
冒

頭
陳
述
、
裁
判
で
の
専
門
用

語
、
証
拠
調
べ
、
弁
護
人
の

立
証
、
被
告
人
質
問
、
判
決

の
内
容
な
ど
51
項
目
に
わ
た

っ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
欄
に
記

入
。
弁
護
士
会
が
ア
ン
ケ
ー

ト
内
容
を
集
約
し
、
裁
判

所
、
検
察
庁
に
も
公
表
、
裁

判
員
制
度
の
不
備
を
補
う
た

め
に
活
用
し
た
い
と
し
て
い

ま
す
。

　

池
永
会
長
は
、
裁
判
員
制

度
を
市
民
の
た
め
の
開
か
れ

た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
市

民
の
目
線
か
ら
の
意
見
を
集

め
、
制
度
が
充
実
し
た
も
の

に
な
る
よ
う
検
証
、
そ
の
こ

と
が
弁
護
士
活
動
の
具
体
的

改
善
に
も
つ
な
が
る
と
語
っ

て
い
ま
し
た
。

　

モ
ニ
タ
ー
の
対
象
は
18
歳

以
上
で
裁
判
員
に
な
る
資
格

が
条
件
。
今
回
の
登
録
は
10

年
３
月
ま
で
の
裁
判
が
対
象

で
す
。

狭
山
事
件
を
運
動
の
具
に
し
た
「
解
同
」

全
国
初　
傍
聴
席
か
ら
審
理
を
検
証

裁
判
員
制
度
市
民
モ
ニ
タ
ー

福岡

裁
判
員
制
度
を
考
え
る

内容は「解同」の応援歌

部
落
問
題
の
格
好
の
入
門
書
と
絶
賛

「
後
退
戦
か
ら
反
転
に
力
」

　

角
川
新
書
「
差
別
と
日
本

人
」
は
、
社
会
問
題
、
と
り

わ
け
「
差
別
問
題
」
に
関
心

の
あ
る
読
者
に
読
ま
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。「
解
同
」
機

関
紙
『
解
放
新
聞
』
は
６
月

15
日
号
で
同
書
を
「
今
週
の

一
冊
」
と
し
て
早
速
、
紹

介
、
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

　

正
直
に
「
こ
れ
は
、
ま
っ

た
き
応
援
歌
で
は
な
い
か
。

・
・
・
い
ま
後
退
戦
か
ら

よ
う
や
く
反
転
し
よ
う
と
す

る
部
落
解
放
運
動
へ
の
」
と

手
放
し
の
喜
び
よ
う
で
す
。

部
落
差
別
意
識
が
ま
だ
ま
だ

根
深
く
国
民
の
意
識
、
日
本

の
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
と

す
る
「
解
同
」
に
と
っ
て
は

同
書
で
語
ら
れ
て
い
る
部
落

差
別
論
は
垂
涎
も
の
で
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
「
辛
と

野
中
が
つ
く
っ
た
被
差
別
者

の
絆
に
、
最
後
は
小
森
龍
邦

・
元
中
央
書
記
長
が
加
わ
る

所
に
も
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ

る
。
こ
の
書
は
、
い
ま
、
現

在
、
進
行
形
の
部
落
問
題
へ

の
格
好
の
入
門
書
と
も
な
っ

て
い
る
」
と
は
リ
ッ
プ
サ
ー

ビ
ス
が
す
ぎ
な
い
か
。

　

歴
史
の
教
訓
、
事
件
の
経

過
を
客
観
的
に
検
証
す
る
目

を
ふ
さ
ぎ
、
も
っ
ぱ
ら
被
差

別
と
排
外
主
義
、
市
民
敵
視

の
視
座
か
ら
「
肝
胆
相
照
ら

し
」
て
も
、
読
後
「
狭
隘
な

も
の
の
見
方
」
に
期
待
外
れ

は
否
め
な
い
。
在
日
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
で
は
的
確
な
理

論
展
開
で
知
ら
れ
る
辛
氏
に

し
て
は
、
こ
と
部
落
問
題
に

な
る
と
情
緒
的
で
、
持
ち
味

の
ケ
レ
ン
味
の
な
さ
が
影
を

潜
め
る
。
誠
に
残
念
。

解放新聞 部
落
差
別
は
観
念
の
産
物
で
は
な
い

社
会
問
題
と
し
て
基
本
的
に
解
決


